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衆
議
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貴
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提
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る
再
質
問
に
対
す
る
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一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
日
に
後
藤
健
二
氏
の
御
家
族
か
ら
連
絡
を
受
け
、
同
氏
が
何
者
か
に
拘
束
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
認
識
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
湯
川
遥
菜
氏
及
び
後
藤
健
二
氏
が
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｌ
に

拘
束
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
確
定
的
な
情
報
に
は
接
し
て
い
な
か
っ
た
。
両
氏
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
情

報
収
集
に
全
力
を
挙
げ
る
と
と
も
に
邦
人
の
保
護
を
最
優
先
に
対
応
す
る
と
の
総
理
か
ら
の
指
示
の
下
、
外
務
省
等
の
職
員

を
ト
ル
コ
を
含
め
シ
リ
ア
の
近
隣
国
へ
出
張
さ
せ
て
情
報
収
集
等
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
官
邸
で
は
内
閣
参
事
官
を
長
と

す
る
情
報
連
絡
室
に
お
い
て
、
警
察
庁
で
は
警
備
局
外
事
情
報
部
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
課
長
を
長
と
す
る
連
絡
室
に
お
い

て
、
外
務
省
で
は
領
事
局
長
を
長
と
す
る
対
策
室
及
び
在
ヨ
ル
ダ
ン
日
本
国
大
使
館
内
に
あ
る
在
シ
リ
ア
日
本
国
大
使
館
臨

時
事
務
所
に
設
置
さ
れ
た
臨
時
代
理
大
使
を
長
と
す
る
現
地
対
策
本
部
に
お
い
て
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
情
報
収
集
、
早

期
解
放
等
に
向
け
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
た
。
具
体
的
な
対
応
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
表
す
れ
ば
、
類
似
の
事
案
に
お
け

る
対
応
を
含
め
、
今
後
の
対
応
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
を
差
し
控
え
た
い
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
二
月
六
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
〇
号
。
以
下
「
前
回
答
弁
書
」

と
い
う
。
）
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
「
整
合
性
が
な
い
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
安
倍
総
理
大
臣
の
中
で
解
放
に
向
け
て
の
解
決
策
、
適
切
な
情
報
収
集
は
な
か
っ
た
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
前
回
答
弁
書
一
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
内
閣
衆
質

一
八
九
第
四
〇
号
）
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
湯
川
遥
菜
氏
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
事
案
に

つ
い
て
は
平
成
二
十
六
年
八
月
十
六
日
に
、
後
藤
健
二
氏
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
は
同
年
十
一
月
一
日
に
そ

れ
ぞ
れ
認
知
し
て
以
降
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
情
報
収
集
、
早
期
解
放
等
に
向
け
最
大
限
の
努
力
を
行
っ
た
。
な
お
、
安

倍
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
今
回
の
中
東
訪
問
に
つ
い
て
は
、
前
回
答
弁
書
五
及
び
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ

る
。

二


